
 

 

令和５年５月 11日 

 

 各事業者団体 宛 

 

国土交通省 

 

 

「身体障害者補助犬同伴の受入れのための啓発リーフレット」の周知のお願い 

 

 

平素より、国土交通・障害福祉行政にご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 身体障害者補助犬（以下「補助犬」。）とは、目や耳、手足に障害のある方をサポー

トする、「盲導犬」、「介助犬」及び「聴導犬」の総称で、身体障害者補助犬法（平成１

４年法律第４９号）に基づき特別な訓練を受けて認定されています。補助犬ユーザー

は、補助犬の衛生面や行動に責任を持って補助犬と一緒に社会参加しており、公共施

設等において補助犬を受け入れることは、身体障害者補助犬法で義務付けられており

ます。 

 しかしながら、今もなお多くの補助犬ユーザーは、補助犬同伴の受け入れ拒否を経

験していることもあり、今般、令和４年度の障害者総合福祉推進事業により、「身体障

害者補助犬の効果的な普及啓発及び訓練並びに認定の平準化に関する調査研究」にお

いて、「身体障害者補助犬同伴の受入れのための啓発リーフレット」が取りまとめら

れたところです。 

このことについて、厚生労働省より「補助犬ユーザー受け入れガイドブック」を活

用いただき、補助犬についての理解を深め、受け入れの促進に向けて、事業者団体に

対する周知依頼がありました。 

つきましては、貴団体におかれましては内容についてご了知頂くとともに、貴団体

に加盟されている法人等に対して、別紙の内容について周知頂くようお願いいたしま

す。 

 

 

 【お問い合わせ先】 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

企画課 自立支援振興室 社会参加活動支援係 

e-mail：SGJIRITU@mhlw.go.jp 

電 話：03-5253-1111（内線 3636） 


